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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

１．当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題の一つと考えています。

２．ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、コーポレートガバナンスを強化・充実することで企業価値の向上を目指しております。

３．経営監視機能については、監査役体制の下、健全かつ透明性の高い経営が行われるように、取締役の職務執行を監視する体制となって　　　

　　おります。

４．取締役の選任については、候補者の経歴・実績及び能力・識見等を十分把握し、その報酬については、候補者の実績と期待値等に照らした

　　月額固定報酬と毎期の会社業績に連動する年次インセンティブ賞与を独立社外取締役からの意見も踏まえ、常務会にて決定しております。

　　

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

（補充原則１－２－４）

　　現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後国内外の機関投資家の状況を踏まえて

　　議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知等の英訳を検討して参ります。

（原則１－４）

　　当社は、取引先との中長期的な取引関係の維持、拡大を図り、持続的な企業価値の向上を目的として取引先の株式を政策的に保有

　　しております。取締役会では、四半期毎に上場会社の政策保有株式に対して、取引先毎の関係や株式市場の低迷等による減損リスク、

　　及び個別銘柄毎に保有に伴う便益やリスクを検証した結果、保有が適当であると判断しております。

　　有効性が認められないと判断した株式については、取引への影響や株価を考慮しつつ政策保有を解消することを検討いたします。

　　また、議決権の行使については、投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値の向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス

　　及び社会的責任の観点から議案毎に確認して、議決権の行使を判断しております。

（原則２－６）

　　当社は確定給付企業年金制度を導入しておりますが、運用専門部署は設置せず、預けている年金資産については、低リスクでの安定的な

　　運用を基本的な考え方として、年金運用管理機関に運用を一任しております。ただし、毎年１回は、運用機関より運用状況の報告を受け、

　　外部専門家と共に翌期の運用方針を策定することで、アセットオーナーとしての機能を発揮しているものと考えております。

（補充原則３－１－２）

　　現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、英訳での開示は行っておりません。

　　今後は海外投資家の状況を踏まえて、英訳での情報開示について検討して参ります。

（原則４－８）

　　当社は、独立社外取締役を1名、独立社外監査役を2名選任しており、当該社外役員を独立役員として登録しております。

　　独立社外取締役は、独自の客観的な視点から各取締役、監査役及び経営陣等と頻繁に意見交換を行っており、現段階において当社の

　　独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしていることから、社外役員3名で十分に経営の監視・監督機能を発揮できるものと

　　判断しており、現時点で独立社外取締役を増員する必要はないと考えております。

　　また、今後当社をとりまく環境が変化することで、社外取締役を増員する必要が発生する可能性があり、必要に応じて候補者の選任を

　　検討して参ります。

（補充原則４－１０－１）

　　当社は、独立社外取締役は現時点で１名であり、原則４－８に記載の通り、現段階において、各取締役、経営陣との意見交換や提言を

　　行っており、監査役との連携体制も構築されております。

　　取締役候補の指名、報酬の決定等の重要事項の検討にも関与しており、実質的に委員会に相当する機能を果たしております。

（原則５－２）

　　当社は、現在、中期経営計画の重点目標の項目については有価証券報告書で内容を開示していますが、資本効率等に関する目標値は

　　開示しておりません。

　　今後は、資本コストを十分に意識した投資計画や各種目標を設定し、開示方法についても引き続き検討して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の７７原則すべてについて、

各原則に対する当社の取組み状況や取組み方針を当社ホームページ（http://www.oie.co.jp/ir/corporate_governance.php）に掲載しております。

２．資本構成



外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

サンホーム共栄会 845,300 9.34

有限会社オイエコーポレーション 777,570 8.59

尾家美津子 431,086 4.76

尾家産業従業員持株会 341,055 3.76

尾家興産株式会社 322,271 3.56

尾家スミ子 275,601 3.04

尾家亮 249,805 2.76

尾家美奈子 246,714 2.72

坪田由季 246,714 2.72

伊藤忠商事株式会社 206,500 2.28

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高
1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田辺彰子 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田辺彰子 ○

社外取締役の田辺彰子氏は当社の

会計監査人である、EY新日本有限責任監
査法人に2011年12月まで所属しておられ
ました。

田辺彰子氏は、公認会計士として財務及び会
計の豊富な知見と経験を有しております。2015
年より当社社外取締役として経営に携わってお
り、引き続き、社外取締役としてその職務経験
と知見を、当社の経営に活かしていただくこと
ができるものと判断したためです。なお、同氏
は、過去に社外役員となること以外の方法で会
社の経営に関与された経験はありませんが、
上記の理由により、その職務を適切に遂行でき
るものと判断しております。

また、田辺彰子氏は株式会社東京証券取引所
の規定する、一般株主と利益相反が生じるお
それのない独立役員として届出ております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人の往査の都度、意見及び情報の交換を行い、実査の立会い等も実施し連携を図るとともに、会計監査人から、適時、監査

の状況について報告を受けています。また、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、内部監査部門に調査を

求めます。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

荻田倫也 税理士

橋本薫 弁護士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



荻田倫也 ○ 荻田税理士事務所（現任）

荻田氏は、荻田倫也税理士事務所の代表に

て、税理士として企業会計実務に精通してお

り、その経歴を通じて培った専門家としての経

験と見識を当社経営体制の強化に活かしてい

ただくことを期待しております。

同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業

務執行者等であった経歴がないことから独立

性を有していると考え、社外監査役として選任

致しました。

同氏につきましては、当社の一般株主と利益

相反が生じるおそれがなく独立性を有している

と判断しており、株式会社東京証券取引所が

指定を義務付ける独立役員として届け出て

おります。

橋本薫 ○

社外監査役の橋本薫氏は当社の

会計監査人である、EY新日本有限責任監
査法人に2007年3月まで所属しておられま
した。

橋本氏は公認会計士として財務及び会計の豊
富な知見を有しており、また、弁護士としての経
験と知見を有していることから、直接企業経営
に関与した経験はありませんが、社外監査役と
しての職務を適切に遂行していただけるものと
判断しております。

同氏につきましては、当社の一般株主と利益

相反が生じるおそれがなく独立性を有している

と判断しており、株式会社東京証券取引所が

指定を義務付ける独立役員として届け出て

おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

年次インセンティブ賞与は毎期の会社業績に連動して、独立社外取締役からの意見も踏まえ、常務会にて決議しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

２０１９年３月期の取締役及び監査役の年間報酬額は以下のとおりです。

取締役１０名　報酬額　８７，６３２千円（基本報酬 74,280千円、　退職慰労金13,352千円）

監査役３名　　報酬額　１５，６５５千円（基本報酬 14,550千円、　退職慰労金　1,105千円）

　 　（うち、社外監査役　２名、４，３４０千円）

上記のほか、使用人兼務取締役の使用人　５名　給与相当額（賞与含む）65,250千円を支払っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。その内容は、月額固定報酬については役職、職務内容、

能力、経験等に応じて、業績連動報酬である賞与については毎期の会社業績に連動する評価指標として営業利益率を使用しており、当社の

経営管理上の各指標の相互関連性から判断し、「売上高」「営業利益」をベースに、従業員の支給額や過去の支給実績等を勘案し、

独立社外役員からの意見も踏まえ常務会にて決定しております。当事業年度における業績連動報酬に関わる指標の全社目標は、

売上高100,000百万円、営業利益1,000百万円で、実績は売上高100,124百万円、営業利益744百万円であります。

役員退職慰労引当金は所定の基準に沿って常務会にて決議し取締役会で決定しております。監査役の報酬については、株主総会決議による

報集枠の下、監査役の協議によって、決定しております。なお、取締役の報酬限度額を年額500百万円（使用人兼務取締役に対する使用人部分
は含みません）とすることを1991年７月26日開催の株主総会において、監査役の報酬限度額を年額の20百万円することを2001年６月25日開催の
株主総会において決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の議案等の重要案件については、少なくとも月１回、事前に説明を行ない、情報を提供しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．　取締役会は、取締役会規程に定められた付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定しております。

２．　取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。また、業務執行意思決定

　　　機関として常務会を設け、代表取締役社長が統括し、常勤監査役も出席し、同会議の職務執行も監視できる体制をとっております。　　　　　

　　　常務会は、取締役の職務執行が効率的に行うことができるように、週１回開催し、重要事項はすべて付議され、業務の進捗についても議論　

　　　し、時宜を得た対策等も検討しております。

３．　監査法人には該当期を通じてタイムリーな監査と報告を受けており、改善すべき内容に対応し、継続的改善を図っております。

４．　コンプライアンスとリスク管理への意識については、従業員にコンプライアンス行動指針を示し、その徹底を図るとともに、階層別研修等を

　　　通じて、法令遵守に対する意識の高揚を図っております。

５．　常に問題視されている偽装表示・無認可添加物・残留農薬・感染症などは健康・安全に大きな被害をもたらしていることから、当社としては、

　　　リスク管理の最重要課題と位置付け、商品取扱時の検証と、問題発生時には迅速な対応がとれる体制作りを指導しております。

６．　情報管理については、個人情報毎の管理方法を制定し徹底を図っております。

７．　情報開示はコーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、ＩＲ活動を積極的に進めており、その手段として、ホームページの拡充を図って

　　　おります。

８．　内部監査については、社長直轄の監査室（監査室長及び監査員1名）が当社の規程・業務マニュアルに則った業務処理がなされているか等

　　　を対象に、内部統制面と業務管理面を重点的に監査しております。

９．　監査役監査については、前述の監視の他、法令・定款及び別に定める監査基準に基づいて、重要書類等の閲覧、本社及び主要な事業所に

　　　おいて、業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務執行を厳正に監査しております。

１０．当社と各取締役（業務執行取締役を除く。）及び各監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の

　　　損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額で

　　　あります。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役又は監査役が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がない

　　　ときに限られます。

１１．会計監査については、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。

１２．監査法人の公認会計士の氏名・継続監査年数は下記のとおりです。

　　　契約監査法人　EY新日本有限責任監査法人

　　　指定社員　坂井　俊介（監査継続年数　3年）

　　　指定社員　仲　昌彦（監査継続年数　3年）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

その理由は、健全性かつ透明性の高い経営の維持向上の観点から、取締役会へは全監査役（現在3名）が出席することにより、及び、監査役

による監査等により、現行の経営監視体制が十分機能していると判断しているからです。

また社外取締役は、独立かつ客観的な立場から、取締役の業務執行を監督する体制を構築しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会集中日の前に開催することを心がけています。

その他 定時株主総会ではスクリーン等を使用して分かりやすく説明を行なっています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後とも必要に応じ、説明会を開催したいと考えています。 あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページには、毎月初、社長の言葉を掲載しています。決算短信等の

財務資料のほか、開示したものは、全て当社ホームページに載せています。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室と人事総務部が管轄。その他、ホームページ委員会を設置。

その他
証券取引所主催のＩＲイベントには、今後とも必要に応じ参加したいと考えて

います。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取組」において、ステークホルダーの立場
の尊重を冒頭で述べています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
全国４４ヶ所の全事業所（店舗を除く）で、環境保全に配慮した事業活動を行なっていま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社の活動をより理解してもらうため、東京・大阪等で開催する当社の食材提案会に

招待しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）取締役会は、取締役会規程に定められた付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定しております。

　（２）代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会決議、社内規程に則り、職務を執行しております。

　（３）取締役会は、法令・定款及び社内規程等に基づいて、経営上の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。

　（４）監査役は、法令・定款及び別に定める監査基準に基づいて、取締役の職務執行を監査しております。

２．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）執行役員を含む使用人がとるべき行動基準・規範を示した「コンプライアンス行動指針」に基づき、適正な業務執行の徹底と監督を行うと

　　　 ともに、違反があった場合は、就業規則等に則り適正に処分いたします。

　（２）コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しております。

　（３）業務執行部門から独立した監査室が、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、代表取締役社長

　　　 及び監査役に適宜報告しております。

　（４）研修を通じて、業務に必要な法令知識及び上記の行動規範を使用人へ周知徹底しております。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　　取締役の職務執行に関する情報については、法令及び文書取扱管理規程に基づき文書を作成するとともに、必要に応じて取締役、

　　　監査役、会計監査人等が閲覧できる状態にして保存及び管理しております。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）リスク管理規程及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、定期的に、内在するリスクに関する評価と管理を行い、継続的改善を

　　　 図っております。

　（２）自然災害、その他、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある緊急事態に対する危機管理体制については、規程を整備し社内に周知徹底を

　　　 図るとともに、重要な情報機器はデータセンターに預けて必要な二重化を果たし、業務体制の安全性を確保しております。

５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）当社は取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入し、執行役員の職務範囲は、

　　　 取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。

　（２）代表取締役社長は、取締役及び執行役員等により構成している営業戦略会議を設置しております。

　（３）当社の業務執行意思決定機関である常務会は、取締役の職務執行が効率的に行うことができるように週１回開催し、重要事項は全て

　　　 付議され、業務の進捗についても議論し、時宜を得た対策等も検討しております。

６．次に掲げる体制その他の会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　　当社は現在、親会社及び子会社等を有していないものの、将来において企業集団を組成した場合には、コーポレートガバナンスに

　　　関する基本的な考え方に限り、当社を中核とした企業グループ全体の健全な発展を図り、可能な限り企業集団における情報の共有と

　　　業務執行の適正を確保することに努めます。また、下記事項を踏まえた体制整備に努めます。

　イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

　ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　（１）監査役の職務を補助するため、代表取締役社長と意見を交換し、代表取締役社長直轄の監査室の機能を強化する体制をとります。

　（２）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを要請したときは、代表取締役社長との間で意見を交換し、専任となる適格な人事を

　　　 行います。　　　　

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　　　現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置いていませんが、使用人を置く場合には、取締役からの独立性を確保するため、

　　　当該使用人の人事に関しては、監査役会の意見を尊重して決定いたします。

９．取締役の７．の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　　　監査役の職務を補助すべき専任の使用人を置く場合は、監査役傘下の独立した部署と位置づけ、当該使用人は、監査役の指揮命令に

　　　従うものといたします。

１０．次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制

　イ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　（１）取締役及び執行役員を含む使用人は、法令が定める事項のほか、監査役の要請に応じて、会社の業務執行状況等を報告することと

　　　しております。

　（２）取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちに、代表取締役社長に報告するとともに、監査役に報告

　　　 することとしております。

　ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　　　　当社は現在、子会社を有していないものの、将来において子会社を有した場合には、下記事項を踏まえた体制整備に努めます。

　（１）子会社の取締役、監査役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を

　　　及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅延なく当社の監査役会に報告するものといたします。

　（２）子会社の取締役、監査役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定・内部監査の実施結果を遅延なく当社の監査役会に

　　　報告するものといたします。

　（３）子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役会から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を

　　　行うものといたします。



１１．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　　　　監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、社内に周知徹底いたします。また、

　　　　報告者ならびに報告内容によっては監査役の判断により、内部通報制度を適用することといたします。当社の内部通報制度では

　　　　監査役も受付窓口となっており、通報した者が、通報したことによって不利益を受けないこと等、通報者の保護について規定しています。

１２．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

　　　方針に関する事項

　　　　　監査役の監査に係る費用については、毎期、申告に基づき予算措置を行っています。また、予算計上外の費用発生が見込まれる

　　　　場合は、事前に報告を受け、監査役の職務の執行に必要と判断されるものについては、追加費用として承認することとしております。

１３．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（１）監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要問題について意見交換を行っております。

　（２）監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、内部監査部門に調査を求めております。

　（３）監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

※反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況を記載してください。

１．反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

　（１）基本的考え方

　　　１）違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めてまいります。

　　　２）社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力などから

　　　　 不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ることはいたしません。

　　　３）会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用いたしません。

　　　４）反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる取引も行いません。

　（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　　　１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

　　　　　　 人事総務部（総務課）が、この任に当たっております。

　　　２）外部の専門機関との連携状況

　　　　　　 大阪府企業防衛連合協議会の淀川ブロック地区会員となっております。

　　　３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　　　　　　 人事総務部（総務課）が、年３回当局の指導・研修を受けております。

　　　４）対応マニュアルの整備状況

　　　　　　 コンプライアンス行動指針の中に規定しております。

　　　５）研修活動の実施状況

　　　　　　 社内電子掲示板での啓蒙、全国会議を通じて徹底を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

１．会社情報の管理・把握

　　　当社の役員並びに従業員は、内部者取引管理規程および情報セキュリティ管理規程に基づき業務上知り得た内部情報を厳重に管理すると

　　ともに、漏洩の防止に努めております。管理職の会議等において、内部者取引管理規程の周知徹底を図り、情報の重要性を認識させることは

　　もとより、重要事実とは何かを判断させることに注力しております。　取締役会、常務会並びに各部署は重要事実と判断した情報については、

　　情報取扱責任者（管理本部長）に即時報告するようになっております。情報取扱責任者は、情報の内容及び情報の関与者を把握し、その情報

　　を代表取締役社長に報告いたします。

　　　　

２．会社情報の開示

　　　情報取扱責任者は、報告を受けた情報が公表すべき重要事実と判断した場合には、適時開示規則等に則り情報開示資料を作成いたし

　　ます。作成した資料は、速やかにＴＤ－ｎｅｔで開示資料を提供いたします。また、開示資料が公衆の縦覧に供された後は、当社の

　　ホームページでも閲覧できるようにしております。　特に、決算に関する情報については、正確であることに心がけ、適時開示することに努めて

　　おります。
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